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年次報告書の発行にあたって 
 

 県では、平成 29年３月に「第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）」を策定し、

新たに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）の推進計

画としても位置づけるとともに、当該計画を着実に推進するため、同年６月に「第２次

三重県男女共同参画基本計画第二期実施計画」を改訂し、取組を進めているところです。 

 

近年は、とりわけ「女性の活躍推進」に注力し、平成 28年９月に「三重から女性活躍

推進のムーブメントを！」をスローガンに開催した「Women in Innovation Summit（WIT）

2016」を皮切りに、平成 30年までの３年間に、さまざまな分野における女性活躍のロー

ルモデルを計 30人創出しました。以後、その取組を広く県内へ浸透させ、女性活躍推進

の気運醸成に取り組んでいます。 

また、平成 30 年 10 月には、HeForShe（女性の地位向上に男性の参加を呼びかける社

会連帯運動）への賛同セレモニーを都道府県として初めて開催するなど、UN Women(国連

女性機関)と連携した取組も行っています。 

 

これらの取組により、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届出企業数（常

時雇用労働者 300 人以下の努力義務）は、令和元年６月末時点で 309 社と全国で３番目

に多く、県内の女性活躍推進の気運は高まりを見せています。 

国においても、令和元年６月に女性活躍推進法の改正法が公布され、一般事業主行動

計画の策定義務対象が、常時雇用労働者 101 人以上の事業所まで拡大するなど、今後は

中小企業における女性活躍推進の取組が一層強化されます。 

 

一方で、働く場や地域など、さまざまな分野における政策・方針決定過程への女性の

参画は依然として少なく、国の男女共同参画推進本部が定める「2020年までに指導的地

位に占める女性の割合を少なくとも 30%にする」という目標には、まだ遠い状況です。 

男女が社会の対等な構成員として、政策・方針決定過程にともに参画し、責任を担う

社会の実現に向け、あらゆる分野において指導的立場に就く女性の割合が増加するよう、 

本県においても取り組んでいく必要があります。 

 

この年次報告書を通じて、県民の皆さんが男女共同参画の現状や課題について理解を

深めていただくとともに、家庭や地域、職場等における日頃の生活を見つめ直し、新た

な行動へとつなげていただくことを願っています。 

引き続き、あらゆる分野における女性活躍の推進に取り組むとともに、性別に関わら

ず、自立した個人としてその個性と能力を十分に発揮できる機会が確保され、それぞれ

に多様な生き方が認められる男女共同参画社会、ひいてはダイバーシティ社会の実現に

向け取り組んでまいりますので、今後ともご協力をよろしくお願いします。 

 

令和元年９月 

三重県知事  鈴木 英敬 
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